
指定管理者の指定について 

 

 

令和４年三沢市議会１２月定例会において、令和５年度（20２３年度）に指定管理者制度を導入する施設の指定

管理者の指定について、可決されました。 

今後、指定管理者と協定締結等の協議を行い、令和５年（20２３年）４月１日からの指定期間の開始に向けて準

備を進めていきます。 

 

 

 指定管理者を設置する施設 指定管理者の名称等 指定管理者の指定期間 

1 三沢市いきいきデイセンター 
三沢市幸町三丁目１１番５号 

社会福祉法人三沢市社会福祉協議会 

令和５年４月１日から 

令和１０年３月３１日まで 

2 三沢市駅前広場 
三沢市栄町一丁目３１番地３７３４号 

有限会社加澤商店 

令和５年４月１日から 

令和９年３月３１日まで 

3 三沢市寺山修司記念館 
東京都渋谷区松濤一丁目２９番３号 

株式会社テラヤマ・ワールド 

令和５年４月１日から 

令和１０年３月３１日まで 

4 
浜三沢地区 

コミュニティ集会施設 

三沢市大字三沢字堀口１３番地１号 

浜三沢町内会 

会長 種市 嗣彦 

令和５年４月１日から 

令和６年３月３１日まで 

5 
織笠地区 

コミュニティ集会施設 

三沢市織笠一丁目１０４３番地３号 

織笠町内会 

会長 宮古 秀雄 

令和５年４月１日から 

令和６年３月３１日まで 

 

 


